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令和 7 年 4 月 1 日以降に自己都合で離職された方は、自ら教育訓練を行った場合、給付制限

が解除となります。ただし 5 年間のうち 3回以上の場合は給付制限期間が 3か月となります。 

 
 

 

 

 

＊ 令和 7年 4月以降に 60歳に達した日（その日時点で被保険者期間が 5年以上ない方はその期間が 

5年を満たすこととなった日）を迎えた方が対象となります。 

 

【例】60歳到達時の賃金月額が 50万、60歳以降各月の賃金額が 30万に低下した場合 

          従前            令和 7年 4月 1日以降 

       月額 45,000円           月額 30,000円 

Vol.236 

 2025年 2月 5日 

日 

吉田労務管理センター 事務所だより 

令和 7 年 4 月からの法改正について 
 

②高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ！！ 

① 自己都合退職の給付制限解除！！ 

 

給付額 

2020 年９月末まで 

給付制限 3カ月 



 

 

 

両親ともに 14 日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金

と併せて「出生後休業支援給付金」が最大 28日間支給されます。 

 ＊配偶者が専業主婦（夫）の場合やひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業取得要件不要 

 

 

 

 

＊1 出産手当金は、ご自身が加入している健康保険等から支給されます。 

＊2 育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、給与が支給されない 

   場合は雇用保険料の負担はありません。育児休業給付金は非課税です。このため、 

  休業開始時賃金日額の 80％の給付で手取り 10割相当の給付となります。 

  

 

 

 

2025年 4月以降これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のため

に行われたものであると認められることが必要となります。 

  従前の必要書類                2025 年 4月以降追加書類 

 

 

 

 

 

 

※今号の詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせください。 

③出生後休業支援金給付の創設！！ 

支給額＝休業開始時賃金日額×休業期間の日数（28日が上限） × 13％ 

   ④育児休業給付金延長手続きの厳格化！！ 

市区町村が発行する保育園等

の利用ができない旨の通知 

（入所保留通知書） 

（入所不承諾通知書）etc 

 

 

 

 

● 育児休業給付金支給対象期間延長事由 

認定申告書 

● 市区町村に保育園等の利用申し込みを 

行った時の申請書の写し 

 

 

 

 

 

 


